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Vol.54　波状外板（Surface having corrugations）

ハ：フォード・トライモーター機は、前回取り上げたフォッカー社の主脚構造の特許とは
異なる特許が原因で撤退した、という話でしたよね。その特許とは何ですか？

爺：それは機体の外板構造の特許じゃよ。フォード・トライモーター機の外板がどうだっ
たか、覚えておるか？

ハ：確か、波型の形状を有してましたっけ？
爺：そのとおり。それがドイツのユンカース社の特許だったというわけじゃ。

今回の特許公報：
飛行機の波状外板

米国特許第 1,462,704 号
発明の名称：Flying Machine 
Supporting Surface
発明者：Hugo Junkers
出願日：1920 年 06 月 26 日
登録日：1923 年 07 月 24 日

「よほど浜で寝るのが好きなんですね？」
……などとボケてる場合ではないゾ。

ネズ爺

このネタをわかる人が
どれほどいるかニャア？

ハテニャン
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ハ：波板って、今でこそあまり見ませんが、ちょっと前の
電車の外板が波状でしたよね。

爺：今でも現役で走っとるぞ。

ハ：ああ、これこれ。トタン屋根だとか、昔は波状って身
近な形状でしたよね。

爺：ではハテニャン、その形状の効果は何じゃ？
ハ：そりゃ、折れ曲がりにくくするためでしょ。
爺：そういうことじゃな。波板の凸条方向の剛性を高め、

厚い一枚の板を使わずとも、より薄い板でも強度の高
い構造物を造ることができるんじゃ。

ハ：薄い金属板に剛性を持たせるための技術ですニャ。
爺：それを飛行機の波状外板に応用したのが今回のヒュー

ゴ・ユンカース（Hugo Junkers）※１の特許発明じゃよ。
ハ：見慣れてしまうと大発明に見えませんけどね。
爺：喝～ツ！　これは木製飛行機から金属製飛行機に移行

する歴史において、極めて大きな発明なのじゃ。
ハ：わわ、すみません。
爺：ひと口に金属製飛行機といっても、いろいろある。そ

れまで主流の木製飛行機は、構造材としての骨格を
作ってその上から布を張って外観を整えていたん
じゃ。いわゆるフレーム構造じゃな※２。この骨格を、
単に金属に換えただけの金属製飛行機もある。

ハ：ああ、前に取り上げたスプールジョイントを使った
ソードフィッシュ雷撃機なんかの構造ですね。

爺：しかし、旅客機を含む大型の輸送機では、金属フレー
ムだけで荷重に耐えようとすると機体重量が増して
しまう。そのため、外板が構造体として機能するモノ
コック構造や一部を構造体として機能させるセミモ
ノコック構造が採用されるようになるんじゃ。

ハ：なるほど、丈夫な波状外板は外皮を構造材とするため
に有効な手段だったんですニャ。

爺：ユンカースは周りに手本にするものが何もないため、
試行錯誤してこの技術を思い付いたのじゃろう。一
方、彼がいち早く波状外板を使ったモノコック構造の
重要性に気付けたのは、まさに金属製飛行機のパイオ
ニアだったからこそともいえるのじゃよ。

ハ：ユンカース教授の偉大さがわかってきました。
爺：余談じゃが、本連載第１回で取り上げたNASAのマー

キュリーカプセル※３にもこの波状外板は応用されて
おるんじゃよ。

ハ：ヒョエ～、宇宙船にまで使用されるとは、この波状外
板は普遍的な技術なのですね。

爺：さて、時を戻そう。この技術を使用したユンカースの
飛行機を見てみよう。波状外板は、当時のユンカース
社製飛行機のトレードマークだったんじゃ。

ハ：皆、波状外板を持ってる機体なんですね。あれ？　こ
のG38という旅客機は、ジブリの『風立ちぬ』※４でも
出てきた飛行機ですよね。

爺：そうじゃ。当時軍備を持つことが禁止されていたドイ
ツにおいて、ユンカース社は旅客機として製造した
が、日本陸軍はそれを爆撃機としてライセンス生産し
たんじゃよ※５。

１．波状外板の作用効果

Comments

※１）1859～1935年。第一次世界大戦までは大学教授を務め、金属製飛行機に注目して飛行機製造会社を設立した。航空史の巨人である。
※２）フレーム構造では飛行機の外観を作る外皮は構造材を形成しないが、モノコック構造では外皮が構造材を構成する。
※３）本誌2014年４月号に掲載。筆者は後日、その際に取り上げたマーキュリーカプセル（訓練用レプリカ）が、石川県のコスモアイル

羽
は

咋
くい

にあることを知り、見学に行った。他にも米国の月着陸船などの実物大レプリカがあり、お勧めの博物館である。
※４）2013年、スタジオジブリ。宮崎駿監督。
※５）92式重爆撃機（キ-20）。日本統治下の台湾からフィリピンにある米国のコレヒドール要塞を爆撃するために開発。６機を保有したが、

時速200ｋｍの低速で実戦には使用されず、デモンストレーション飛行や展示で戦意高揚の宣伝に使われただけに終わった。

←J1爆撃機（1917年）

↑F13 旅客機（1919年）（出典：いずれもWikipedia）

北陸鉄道で現役の旧・東急車両（撮影筆者）

コスモアイル羽咋に展示されるマーキュリーカプセル（撮影筆者）

↑G38 旅客機
（1929年）
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２．本件発明のクレーム

ハ：ユンカースは決して、この技術がすでに世に出ていた
ことを隠して特許を取ったわけではないのですニャ。

爺：１年以上前の出願は今のIDS※７的な記載で、１年以内
の出願は優先権主張じゃろう。当時フロード※８の考
え方があったかどうかはわからんが、米国で権利を取
得するうえでは、正しい姿勢じゃ。それでは、今回の
特許発明のクレームを見てみよう。

ハ：請求項１は外観からわかってしまう形状で、新規性は
ちょっと怪しいですけど、請求項２は内部構造なの
で、なかなか実施の証拠は出てこないでしょうニャ。

※６）フォード社の傘下に入る前のスタウト金属飛行機会社の設立は1922年であり、すでにそのころにはユンカースF13が輸入されていた。フォー
ド・トライモーター機が初飛行したのは1926年であるから、その開発時、この特許の存在をリサーチしていたはずである。ちなみに、このF13
は『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の87巻にも登場しており、線が多くて描きづらいこの機体を登場させるあたり、さすがこち亀である。

※７）現在、米国特許規則（37CFR）§1.56（ａ）に「特許出願及びその手続の遂行に関与する各個人は、特許商標庁に対する折衝におい
て率直かつ誠実であることの義務を負い、その義務は、本項において定義される特許性にとって重要であることが当該人に分かって
いる全ての情報を特許商標庁に開示する義務を含む」と規定され、出願人は自ら知る先行技術情報を開示する必要がある。

※８）fraud（欺
ぎ

瞞
まん

行為）。IDSによる開示義務に違反した特許は、特許庁を欺いて取得した権利として判例により権利行使不能となる。

Comments

ハ：翼の中に人が立って入れるほど巨大な飛行機でした
ね。日本人はびっくりしたことでしょう。波状外板で
巨人機の自重を支えていたんだニャア。

爺：詳しくはコラムで説明するが、こんな感じじゃ。

ハ：うわっ、人間と比べると巨大さがわかりますね。
爺：ちなみに、ユンカースはこの技術の日本特

許も取得しておるんじゃよ。

ハ：あれ？　大正９年ってこの米国特許の出願年と同じ
1920年ですよね。でも、ユンカース社は1917年に
はさっきの写真のJ1爆撃機に波状外板を使っていた
んでしょ。これら米国特許も日本特許も新規性がな
く、無効理由を有する特許発明じゃないですか？

爺：フォフォフォ、気が付いたか。まずはフォード社との
関係を見てみるぞ。同社は当然、今回の米国特許を
知っていながら※６同じ波状外板を持つフォード・ト
ライモーター機の製造を開始したわけじゃ。そこにこ
の強行姿勢の理由があるように思えるのぅ。

ハ：フォード社がユンカースの特許出願前実施の事実を突
き止めたときは、やった！　と思ったでしょうね。

爺：そうじゃな。ただ、この明細書には次のような記載も
あって、微妙なところなんじゃ。

１．In a flying machine surface in combination, a 
plurality of longitudinal girders and a sheet metal 
covering surrounding the said girder structure and 
connected therewith in a plurality of places, said 
sheet metal covering being provided with narrow 
corrugations substantially uniformity extending in the 
direction of flight over the entire length of said 
covering.
２．In a flying machine surface in combination, a 
plurality of longitudinal girders converging towards 
each other and having each one flange in common with 
the adjacent girder and a sheet metal covering 
surrounding the said girder structure and connected 
therewith in a plurality of places.

１．以下の組み合わせにおける飛行機械表面におい
て、複数の縦方向の桁と、前記桁構造を囲み、複数
の場所でそれと接続されたシートメタルカバーとを
備え、前記シートメタルカバーは、前記カバーの全
長にわたって飛行方向に延びる狭い波形を実質的に
一様に備えること。
２．互いに収束し、隣接する桁と共通のフランジを
有する複数の縦方向の桁と、前記桁構造を囲み、複
数の場所でそれに接続されたシートメタルカバーと
を組み合わせた飛行機械表面。

私は、ドイツで1916年12月22日に出願を行った。ま
た、ドイツで1919年６月26日に……スイスで1919年
12月23日に、デンマークで1919年12月31日に、ノル
ウェーで1920年１月17日に、チェコスロバキアで
1920年１月17日に出願を行った。

G38の外観（出典：『JUNKERS G38』Aviatic Verlag出版）

日本特許の公報↓→
「特許権者（発明者）フゴー・ユンケ
ルス」と表記されていることに注意
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３．打たれ強いクレームと欧州での訴訟

爺：そういうことじゃ。ユンカースのこの米国特許は12
の独立項からなっており、波状外板の後縁形状や、機
体の桁と同波状外板の取り付けなど外観からはわか
りにくい部分もクレームしておる。

ハ：この米国特許は、無効にすることが難しい、つまり打
たれ強いクレームだったのですね。

爺：一方で、フォード社はこの特許を無効にできないまで
も、米国では権利行使不能と判断したんじゃろう※９。
実際、ユンカースはこの米国特許を使って訴訟を起こ
しておらん。フォード社のもくろみどおりじゃ。

ハ：ユンカースは、この発明で欧州の市場を守れればよい
と思ったのかもしれませんよ。

爺：そこがポイントじゃろうな。フォード社がトライモー
ター機を欧州に輸出し始めると※10、すぐに特許侵害
の声明を発表したんじゃ。

ハ：ウチの市場を荒らすな、というワケですニャ。
爺：ユンカースは1932年にスペインで侵害訴訟を起こし

たようじゃ※11。スペイン特許が米国特許と同じであ
れば、全てのクレームを無効にできなかったじゃろう
し、欧州ではフロードの論理も使えんからのう。

ハ：フォード社は特許権侵害訴訟に負けたんですね。
爺：この敗訴により、フォード・トライモーター機は欧州

での販売が難しくなり、世界恐慌の影響もあって、

Comments

※９）ユンカースが自ら波状外板を使った飛行機を特許出願の３年前から製造していたという事実は変えられないので、米国の裁判所がユン
カース社に過去の実施技術の開示を求めれば、特許取得にフロードがあったのではないかという議論は当然に避けられなかったであろう。

※10）フォード・トライモーター機は、欧州では、英国、スペイン、ルーマニアに輸出された。
※11）フォード社は、逆にユンカース社に対して特許権侵害訴訟を起こしたが（トライモーター開発者のスタウトが有するチェコの特許と思われ

る）、スペイン、チェコいずれの特許訴訟でもフォード社は敗訴した（『The Ford Trimotor』Schiffer Aviation History 出版 pp.154～156）。
※12）審査国の米国では当時、出願が拒絶されると開示はされなかったが、無審査国で全てが公開されるフランスには、米国特許型の詳細

な発明の特許公報（FR517893A）と、日本特許型のより広く上位概念的な発明の特許公報（FR518014A）の２つが残っている。
※13）なお、現在では、各国特許庁がファミリー特許検索により審査情報を共有する時代となっており、各国での審査結果の差はほとんど

生じない。余談だが、筆者は審査請求制度がなく、先陣を切り、各国の参考にされる米国特許庁の審査にはいつも脱帽する。近年、
同様に日本出願より先に審査を行うことがある中国特許庁の審査も大変だと思うが、高品質化していると感じる。

中川 裕幸
中川国際特許事務所

所長・弁理士
Hiroyuki Nakagawa：Head  
Patent Attorney at  
Nakagawa International  
Patent Office
 
〒103-0014
東京都中央区日本橋蠣殻町
1-36-7　蠣殻町千葉ビル6F

フォード社は航空機の製造から撤退することになっ
たんじゃよ。

ハ：先の日本特許はどうなのでしょう。
爺：日本特許のクレームはこれじゃ。

ハ：うわ、とても広いクレームです。この内容は外観写真
からわかるので、さっきの実施情報により無効理由が
ありますよね。この日本特許は米国特許と同じころの
出願です。日本ではどうせ遠い欧州の情報なんてわか
らないから、拒絶されないと思ったのですかね。

爺：まぁ、実際特許になってるわけじゃからな（苦笑）。審
査が厳しい国では、両方出して、こちらの広い特許出
願は拒絶されている、ということもあり得るのう※12。

ハ：ニャるほど。米国でも２つ出して、この広い特許出願
は拒絶された可能性もありますね。リトマス試験紙的
な二重出願ですニャ。

爺：うむ。審査や訴訟にも耐える内容の特許出願と、あわ
よくば特許になることを期待して、より広くハッタリ
の効く特許出願という、２つの出願じゃな※13。

ハ：ユンカースの特許戦略、恐るべし！　ですニャ。

ユンカース教授の巨人機G38

　ユンカースG38は、ヒューゴ・ユンカースが長年夢見た巨人機であり、翼内にキャ
ビンを有する全翼機型の巨人機構想を基礎に生まれた機体であった。ユンカース
は、1910 年（ライトフライヤー初飛行の７年後！）には、すでに右のような特許を
取得しており、彼が世界に先駆けて採用した金属製単葉飛行機の技術も、この巨
人機を実現するための手段と考えることもできる。

　この波状外板の技術も同じであろう。G38 は左の写真のように、外板の
みならず機体内部も含め、あらゆる所に波状プレートを使用している。ジュラ
ルミンがいまだ本格的に使われなかった時代、巨人機を製造するには波板技
術が不可欠であった。この後、ドイツではナチスが台頭し、ユンカース社は
軍用機メーカーとして有名になってしまうが、ユンカース博士は旅客機を含め
て純粋に大型の全翼輸送機を造りたかっただけであろう。「良いも悪いもリモ
コン次第」であり、爆撃機に発展したこのユンカースの巨人機は鉄人 28 号
のような存在だと思う。

↑G38 の内部構造 
出典：前出『Junkers G38』

ドイツ特許公報（DE253788）↓ 

１．本文ニ詳記シ且ツ別紙図面ニ明示シタル如ク波
形金属板ヲ以テ飛行機ノ壁ヲ張リ其ノ板ノ方向ハ飛
フ際ニ空気ノ抵抗ヲ受ケサル様ニ排置セラレタル所
ノ飛行機体。


